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        平
成
21
年
４
月
１
日
現
在
で
 

　
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
の
受

給
者
で
、前
年
中
の
年
金
所
得
に

係
る
市
・
県
民
税
の
納
税
義
務
の

あ
る
か
た
。 

　
た
だ
し
、左
記
の
か
た
は
、対
象

外
で
す
。 

●
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
年
額
が

１８
万
円
未
満
の
か
た
 

●
介
護
保
険
料
が
年
金
か
ら
引
き

落
と
さ
れ
て
い
な
い
か
た
 

●
平
成
２１
年
１
月
２
日
以
降
に
川

口
市
外
へ
転
出
さ
れ
た
か
た
 

   　
老
齢
基
礎
年
金
ま
た
は
昭
和
６０

年
以
前
の
制
度
に
よ
る
老
齢
年
金
、

退
職
年
金
な
ど
。 

　
障
害
年
金
お
よ
び
遺
族
年
金

な
ど
の
非
課
税
の
年
金
か
ら
は
、市
・

県
民
税
の
引
き
落
と
し
は
さ
れ
ま

せ
ん
。 

   　
年
金
所
得
の
金
額
か
ら
計
算
し

た
市
・
県
民
税
額
の
み
で
す
。給
与

所
得
や
事
業
所
得
な
ど
の
金
額
か

ら
計
算
し
た
市
・
県
民
税
は
、従
来

ど
お
り
の
方
法
で
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

  　
平
成
21
年
10
月
支
給
分
の
年

金
か
ら
。 

   　
６
月（
１
期
）お
よ
び
８
月（
２
期
）

は
、普
通
徴
収（
納
税
通
知
書
で
支

払
う
方
法
）で
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。今
ま
で
口
座
振
替
で
納
め
て
い

た
か
た
は
、１
期
・２
期
の
み
口
座
か

ら
の
振
り
替
え
と
な
り
ま
す
。 

　
ま
た
、年
金
所
得
以
外
の
所
得

に
係
る
市
・
県
民
税
お
よ
び
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
の
対
象
と
な
ら

な
い
か
た
の
市
・
県
民
税
は
、従
来

ど
お
り
の
方
法
で
納
め
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。 

対
象
と
な
る
か
た
は
…
 

実
施
時
期
は
…
 

平
成
21
年
度
分
の
 

納
税
方
法
は
…
 

引
き
落
と
し
の
 

対
象
と
な
る
年
金
は
…
 

引
き
落
と
し
さ
れ
る
 

市
・
県
民
税
額
は
…
 

平成21年度分 
市・県民税納税通知 
書の発送について 

　年金からの特別徴収制度
の導入に伴い、税額通知書
の発送は６月中旬となる予定
です。 

問い合わせ…市民税課　市民税第１～第４係　蘂２５９─７６３４～６・２５９─７２４５ 

65歳以上の公的年金の受給者で、 
市・県民税を納税されているかたへ 

お知らせ 

　地方税法の改正で、公的年金の所得に対する市・県民税の納税方法が変わります。
今回の制度導入により、平成21年度分の市・県民税は、年金を支給する社会保険
庁などの年金保険者が年金から引き落とし、川口市へ直接納入（特別徴収）するこ
とになります。この制度は、納税方法を変更するもので、新たな税負担は生じません。 

社会保険庁など 
（年金保険者） 

年金受給者 

市・県民税 

市・県民税 

市役所・銀行などの窓口 
 川口市 

川口市 
社会保険庁など 
（年金保険者） 

〈普通徴収〉 年4回、納税者が自ら市役所・銀行などの 窓口や口座振替により納税している 

〈特別徴収〉 年金保険者が年金から市・県民税を 引き落とし、川口市へ直接納入 

今まで 

これから 年金受給者 

納税者側のメリット 
納税に出向く必要がない 

市区町村側のメリット 
徴収事務の効率化 

年金 

年金 
（引き落とし後） 


